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(57)【要約】
【課題】自車両とその周辺車両との位置関係を含む周辺
車両の情報を生成することができる周辺車両情報生成装
置、周辺車両情報生成システム、コンピュータプログラ
ム及び周辺車両情報生成方法を提供する。
【解決手段】各ビデオカメラ１０は、道路上の所定範囲
Ａ（撮像領域Ａ１、…）内の車両をすべて撮像し、撮像
された画像データに基づいて、車両の車頭又は車尾など
を抽出して車両の位置、速度を検出する。通信装置２０
は、各ビデオカメラ１０から入力された情報を車両情報
として一旦記憶する。通信装置２０は、車両（周辺車両
情報生成装置３０）が通信地点Ｒを通過する際に、最新
の車両情報を周辺車両情報生成装置へ送信する。周辺車
両情報生成装置は、車両情報を受信し、受信した車両情
報を探索して自車両を特定するとともに周辺車両情報を
生成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両の周辺車両に関する周辺車両情報を生成する周辺車両情報生成装置であって、
　道路上に存在する１又は複数の車両の位置を含む車両情報を外部から受信する受信手段
と、
　自車両の位置を含む自車両情報を取得する自車両情報取得手段と、
　該自車両情報取得手段で取得した自車両情報に基づいて、前記受信手段で受信した車両
情報を探索して前記車両の中から自車両を特定する特定手段と、
　前記車両情報で示される車両のうち前記特定手段で特定した自車両を除く他の車両を周
辺車両として、該自車両と該周辺車両との位置関係を含む周辺車両情報を生成する生成手
段と
　を備えることを特徴とする周辺車両情報生成装置。
【請求項２】
　自車両の前方及び／又は後方に存在する隣接車両の位置を含む隣接車両情報を取得する
隣接車両情報取得手段を備え、
　前記特定手段は、
　前記隣接車両情報取得手段で取得した隣接車両情報に基づいて、自車両を特定するよう
に構成してあることを特徴とする請求項１に記載の周辺車両情報生成装置。
【請求項３】
　前記特定手段は、
　現在時点と前記車両情報で示される車両の検出時点との時間差に基づいて、自車両を特
定するように構成してあることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の周辺車両情報
生成装置。
【請求項４】
　前記自車両情報は、さらに自車両の車速を含み、
　前記車両情報に含まれる自車両の位置と前記自車両情報取得手段で取得した自車両の現
在時点の位置及び車速に基づいて、現在時点と前記車両情報で示される車両の検出時点と
の時間差を算出する時間差算出手段を備えることを特徴とする請求項３に記載の周辺車両
情報生成装置。
【請求項５】
　前記受信手段は、
　車両情報で示される車両の検出時点を受信するように構成してあり、
　現在時点と受信した車両の検出時点との時間差を算出する時間差算出手段を備えること
を特徴とする請求項３に記載の周辺車両情報生成装置。
【請求項６】
　車両位置に関する位置誤差を記憶する記憶手段と、
　記憶した位置誤差に基づいて、車両情報の探索範囲を決定する決定手段と
　を備え、
　前記特定手段は、
　前記決定手段で決定した探索範囲内で自車両を特定するように構成してあることを特徴
とする請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載の周辺車両情報生成装置。
【請求項７】
　現在時点と前記車両情報で示される車両の検出時点との時間差に関する時間誤差を記憶
する記憶手段を備え、
　前記決定手段は、
　記憶した時間誤差に基づいて、車両情報の探索範囲を決定するように構成してあること
を特徴とする請求項６に記載の周辺車両情報生成装置。
【請求項８】
　前記隣接車両情報取得手段は、
　車々間通信により隣接車両情報を取得するように構成してあることを特徴とする請求項
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２乃至請求項７のいずれか１つに記載の周辺車両情報生成装置。
【請求項９】
　車両情報及び自車両情報は、
　道路幅方向の車両位置を含むことを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１つに
記載の周辺車両情報生成装置。
【請求項１０】
　車両情報、自車両情報及び隣接車両情報それぞれは、
　車速、車種及び車色の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１乃至請求項９の
いずれか１つに記載の周辺車両情報生成装置。
【請求項１１】
　道路上に存在する１又は複数の車両を検出する路側装置と、請求項１乃至請求項１０の
いずれか１つに記載の周辺車両情報生成装置とを備え、
　前記路側装置は、
　検出した車両に基づいて生成した車両情報を前記周辺車両情報生成装置へ送信する送信
手段を備えることを特徴とする周辺車両情報生成システム。
【請求項１２】
　コンピュータに、自車両の周辺車両に関する周辺車両情報を生成させるためのコンピュ
ータプログラムであって、
　コンピュータを、自車両の位置を含む自車両情報に基づいて、道路上に存在する１又は
複数の車両の位置を含む車両情報を探索して前記車両の中から自車両を特定する手段と、
　前記車両情報で示される車両のうち特定した自車両を除く他の車両を周辺車両として、
該自車両と該周辺車両との位置関係を含む周辺車両情報を生成する手段と
　して機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　自車両の周辺車両に関する周辺車両情報を生成する周辺車両情報生成方法であって、
　道路上に存在する１又は複数の車両の位置を含む車両情報を外部から受信し、
　自車両の位置を含む自車両情報を取得し、
　取得した自車両情報に基づいて、受信した車両情報を探索して前記車両の中から自車両
を特定し、
　前記車両情報で示される車両のうち特定した自車両を除く他の車両を周辺車両として、
該自車両と該周辺車両との位置関係を含む周辺車両情報を生成することを特徴とする周辺
車両情報生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車両とその周辺車両との位置関係を含む周辺車両の情報を生成する周辺車
両情報生成装置、該周辺車両情報生成装置を備える周辺車両情報生成システム、該周辺車
両情報生成装置をコンピュータで実現するためのコンピュータプログラム及び周辺車両情
報生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両に搭載したビデオカメラ又は超音波センサ等の各種センサにより、自車両の周辺車
両を含む周辺環境を検出して安全運転支援に活用するシステムが開発されている。しかし
、自車両から見て死角となる範囲では、道路の状況を把握することができず、安全運転を
支援するには不十分であった。
【０００３】
　そこで、前方の信号機のない交差点等で交差し、自車両から見て死角となる道路の状況
をカメラで撮像し、撮像された画像情報に基づいて道路を移動する車両を認識し、認識し
た車両の位置を算出して、交差点の直上流を走行する自車両に送信する。自車両は、算出
された車両の位置を車両内の画面に表示することにより、交差点での出合い頭衝突の防止
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に役立てるシステムが開示されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－２１５９１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のシステムにあっては、自車両から見て死角となる領域から
交差点などの所定の地点へ移動してくる他の車両の接近情報を提供するものであり、提供
することができる情報は限られている。すなわち、例えば、自車両の周辺に多数の車両が
走行している場合には、自車両から見て直ぐ前方の車両を視認できても、特許文献１のシ
ステムでは、その前方車両の前方を走行する他の車両を視認することは困難である。
【０００５】
　一方で、交差点で安全に停止又は通過するためには、自車両の直近の前方車両だけでな
く、その前方車両の前を走行する前々方車両の走行状況についても把握しなければならな
い場合がある。例えば、各車間距離が短い場合に急ブレーキを踏んだときには、前方車両
の状況を視認するだけでは、ブレーキ操作が遅れて危険である。特に、青信号から黄信号
又は黄信号から赤信号などの信号切り替わりタイミングでは、交差点で安全に停止又は通
過できない事態となるおそれがある。
【０００６】
　また、自車両の位置検出に関する誤差、ビデオカメラ等で車両を検出した際の画像処理
又は通信処理に起因する検出時刻と自車両における現在時刻との時間差（時間ずれ）、装
置間の時計（時刻）のずれ等により、自車両と検出車両との位置関係を含む相対関係を正
確に認識できるとは限らない。特に、自車両に接近して他の車両が存在する場合、自車両
と周辺車両との位置関係を正確に把握することが必要となる。
【０００７】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、自車両とその周辺車両との位置関
係を含む周辺車両の情報を生成することができる周辺車両情報生成装置、該周辺車両情報
生成装置を備える周辺車両情報生成システム、該周辺車両情報生成装置をコンピュータで
実現するためのコンピュータプログラム及び周辺車両情報生成方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１発明に係る周辺車両情報生成装置は、自車両の周辺車両に関する周辺車両情報を生
成する周辺車両情報生成装置であって、道路上に存在する１又は複数の車両の位置を含む
車両情報を外部から受信する受信手段と、自車両の位置を含む自車両情報を取得する自車
両情報取得手段と、該自車両情報取得手段で取得した自車両情報に基づいて、前記受信手
段で受信した車両情報を探索して前記車両の中から自車両を特定する特定手段と、前記車
両情報で示される車両のうち前記特定手段で特定した自車両を除く他の車両を周辺車両と
して、該自車両と該周辺車両との位置関係を含む周辺車両情報を生成する生成手段とを備
えることを特徴とする。
【０００９】
　第２発明に係る周辺車両情報生成装置は、第１発明において、自車両の前方及び／又は
後方に存在する隣接車両の位置を含む隣接車両情報を取得する隣接車両情報取得手段を備
え、前記特定手段は、前記隣接車両情報取得手段で取得した隣接車両情報に基づいて、自
車両を特定するように構成してあることを特徴とする。
【００１０】
　第３発明に係る周辺車両情報生成装置は、第１発明又は第２発明において、前記特定手
段は、現在時点と前記車両情報で示される車両の検出時点との時間差に基づいて、自車両
を特定するように構成してあることを特徴とする。
【００１１】
　第４発明に係る周辺車両情報生成装置は、第３発明において、前記自車両情報は、さら
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に自車両の車速を含み、前記車両情報に含まれる自車両の位置と前記自車両情報取得手段
で取得した自車両の現在時点の位置及び車速に基づいて、現在時点と前記車両情報で示さ
れる車両の検出時点との時間差を算出する時間差算出手段を備えることを特徴とする。
【００１２】
　第５発明に係る周辺車両情報生成装置は、第３発明において、前記受信手段は、車両情
報で示される車両の検出時点を受信するように構成してあり、現在時点と受信した車両の
検出時点との時間差を算出する時間差算出手段を備えることを特徴とする。
【００１３】
　第６発明に係る周辺車両情報生成装置は、第１発明乃至第５発明のいずれか１つにおい
て、車両位置に関する位置誤差を記憶する記憶手段と、記憶した位置誤差に基づいて、車
両情報の探索範囲を決定する決定手段とを備え、前記特定手段は、前記決定手段で決定し
た探索範囲内で自車両を特定するように構成してあることを特徴とする。
【００１４】
　第７発明に係る周辺車両情報生成装置は、第６発明において、現在時点と前記車両情報
で示される車両の検出時点との時間差に関する時間誤差を記憶する記憶手段を備え、前記
決定手段は、記憶した時間誤差に基づいて、車両情報の探索範囲を決定するように構成し
てあることを特徴とする。
【００１５】
　第８発明に係る周辺車両情報生成装置は、第２発明乃至第７発明のいずれか１つにおい
て、前記隣接車両情報取得手段は、車々間通信により隣接車両情報を取得するように構成
してあることを特徴とする。
【００１６】
　第９発明に係る周辺車両情報生成装置は、第１発明乃至第８発明のいずれか１つにおい
て、車両情報及び自車両情報は、道路幅方向の車両位置を含むことを特徴とする。
【００１７】
　第１０発明に係る周辺車両情報生成装置は、第１発明乃至第９発明のいずれか１つにお
いて、車両情報、自車両情報及び隣接車両情報それぞれは、車速、車種及び車色の少なく
とも１つを含むことを特徴とする。
【００１８】
　第１１発明に係る周辺車両情報生成システムは、道路上に存在する１又は複数の車両を
検出する路側装置と、第１発明乃至第１０発明のいずれか１つに係る周辺車両情報生成装
置とを備え、前記路側装置は、検出した車両に基づいて生成した車両情報を前記周辺車両
情報生成装置へ送信する送信手段を備えることを特徴とする。
【００１９】
　第１２発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、自車両の周辺車両に関
する周辺車両情報を生成させるためのコンピュータプログラムであって、コンピュータを
、自車両の位置を含む自車両情報に基づいて、道路上に存在する１又は複数の車両の位置
を含む車両情報を探索して前記車両の中から自車両を特定する手段と、前記車両情報で示
される車両のうち特定した自車両を除く他の車両を周辺車両として、該自車両と該周辺車
両との位置関係を含む周辺車両情報を生成する手段として機能させることを特徴とする。
【００２０】
　第１３発明に係る周辺車両情報生成方法は、自車両の周辺車両に関する周辺車両情報を
生成する周辺車両情報生成方法であって、道路上に存在する１又は複数の車両の位置を含
む車両情報を外部から受信し、自車両の位置を含む自車両情報を取得し、取得した自車両
情報に基づいて、受信した車両情報を探索して前記車両の中から自車両を特定し、前記車
両情報で示される車両のうち特定した自車両を除く他の車両を周辺車両として、該自車両
と該周辺車両との位置関係を含む周辺車両情報を生成することを特徴とする。
【００２１】
　第１発明、第１２発明及び第１３発明にあっては、周辺車両情報生成装置は、道路上（
例えば、交差点の停止線等の道路上の所定の地点から上流側に所定距離にある所定範囲）
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に存在する１又は複数の車両の位置を含む車両情報（例えば、停止線等の所定の地点から
の距離、走行車線情報又は路肩からの距離、車両の速度、車種、車色などを含む）を受信
（取得）する。車両情報は、道路上の所定範囲を撮像する１又は複数のビデオカメラで撮
像した撮像画像を画像処理して取得することができ、これを周辺車両情報生成装置へ送信
すればよい。周辺車両情報生成装置は、自車両の位置を含む自車両情報（例えば、停止線
等の所定の地点からの距離、走行車線情報又は路肩からの距離、車両の速度、車種、車色
などを含む）を取得する。なお、車種、車色などの情報は予め記憶しておくことができる
。自車両情報の取得は、例えば、ナビゲーションシステム等を用いることができる。取得
した自車両情報に基づいて受信した車両情報を探索する。自車両情報に一致又は近似する
車両情報に対応する車両を自車両として特定する。車両情報で示される車両のうち自車両
を除く他の車両を周辺車両として、自車両と周辺車両との位置関係を含む周辺車両情報（
例えば、車間距離、相対速度、停止線等の所定の地点からの距離、走行車線情報、車両の
速度、車種、車色などを含む）を生成する。
【００２２】
　これにより、自車両の周辺に多数の車両が走行している場合でも、自車両から見て直ぐ
前方の車両だけでなく、周辺に存在するすべての車両の情報を把握することができる。ま
た、交差点の停止線手前で信号待ちをしている車両がある場合、交差点上流側を走行中の
自車両の位置から信号待ちの車列の末尾までの車両の状況が分かるため、信号による自車
両の停止位置を予測でき、速度超過による急減速又は追突などを防止でき、一層安全な運
転を支援することが可能となる。また、信号切り替えパラメータ等の情報を利用すること
により、青信号で信号待ちの車列が解消してゆく状況を予測することもでき、信号待ちの
車列の末尾に到着して停止し、直後に加速するというような燃料の無駄となる走行を防止
して、スムーズな走行を実現することができる。
【００２３】
　第２発明にあっては、自車両の前方及び／又は後方に存在する隣接車両の位置を含む隣
接車両情報を取得する。隣接車両情報の取得には、例えば、ビデオカメラ、超音波センサ
、ミリ波センサ等により隣接する車両の情報を取得することもでき、あるいは、車々間通
信により取得するようにしてもよい。また、隣接車両情報は、例えば、車間距離、相対速
度、走行車線情報、車種、車色などを含む。取得した隣接車両情報に基づいて、自車両を
特定する。例えば、車両情報を探索した場合に、自車両情報に近似する車両情報が複数探
索されたとき、隣接車両情報に基づいて、探索された車両情報の中から自車両ではないと
判定できる車両情報を除外して自車両を特定することができる。これにより、複数の車線
に多数の車両が並行して走行するような場合であっても、多くの車両の中から自車両を特
定するとともに、周辺車両との相対関係を把握することが可能となる。
【００２４】
　第３発明にあっては、現在時点と車両情報で示される車両の検出時点との時間差ｔに基
づいて、自車両の位置を特定する。時間差ｔは、例えば、道路上に設置したビデオカメラ
等で車両を検出した際の画像処理又は車両情報を送信する際の通信処理に起因する時間遅
れ、すなわち、車両を検出した検出時刻と自車両における現在時刻（例えば、車両情報を
受信した時刻、あるいは受信した車両情報に基づいて処理を行う時刻など）との時間差（
時間ずれ）によるものである。なお、時間差には、ビデオカメラ等と周辺車両情報生成装
置との間の時計（時刻）のずれ等も含まれる。自車両を特定する場合、時間差ｔに基づい
て、現在時点の自車両の位置Ｘを検出時点の位置Ｘ０（Ｘ０＝Ｘ＋ｔ・Ｖ）に補正して車
両情報を探索する。これにより、道路上に設置したビデオカメラ等で車両を検出した際の
画像処理又は車両情報を送信する際の通信処理に起因する時間遅れなどが無視できない程
度に存在する場合でも、精度良く自車両を特定することができる。また、複数の車線に多
数の車両が並行して走行するような場合であっても、多くの車両の中から自車両を精度良
く特定することができる。
【００２５】
　第４発明にあっては、車両情報に含まれる自車両の位置、ナビゲーションシステム等で
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取得した自車両の現在時点の位置及び速度（車速）に基づいて、現在時点と車両情報で示
される車両の検出時点との時間差ｔを算出する。例えば、算出する時間差をｔ、自車両の
現在時点の位置（例えば、停止線からの距離）をＸ、速度をＶ、車両情報の中で特定され
た自車両の位置（例えば、停止線からの距離）をＸ０とすると、時間差ｔは、ｔ＝（Ｘ０
－Ｘ）／Ｖで求めることができる。時間差ｔを算出することにより、道路上に設置したビ
デオカメラ等で車両を検出した際の画像処理又は車両情報を送信する際の通信処理に起因
する時間遅れなどが無視できない程度に存在する場合でも、精度良く自車両を特定するこ
とができる。また、複数の車線に多数の車両が並行して走行するような場合であっても、
多くの車両の中から自車両を精度良く特定することができる。
【００２６】
　第５発明にあっては、道路上に設置したビデオカメラ等で車両を検出した検出時点、す
なわち、車両情報で示される車両の検出時点を受信する。現在時点と受信した検出時点と
の時間差ｔを算出する。時間差ｔを算出することにより、道路上に設置したビデオカメラ
等で車両を検出した際の画像処理又は車両情報を送信する際の通信処理に起因する時間遅
れなどが無視できない程度に存在する場合でも、精度良く自車両を特定することができる
。また、複数の車線に多数の車両が並行して走行するような場合であっても、多くの車両
の中から自車両を精度良く特定することができる。
【００２７】
　第６発明にあっては、車両情報の探索範囲を車両位置に関する位置誤差に基づいて決定
する。例えば、車両位置に関する誤差（最大誤差）をＸｍａｘとした場合、自車両の位置
Ｘに対して、Ｘ－Ｘｍａｘ＜Ｘ＜Ｘ＋Ｘｍａｘの範囲を探索範囲とする。決定した探索範
囲内の車両情報を探索して自車両を特定する。これにより、車両位置に関する誤差がある
場合であっても、誤差に応じて探索範囲を広げることができ、精度良く自車両を特定する
ことができる。
【００２８】
　第７発明にあっては、車両情報の探索範囲を現在時点と車両情報で示される車両の検出
時点との時間差に関する時間誤差に基づいて決定する。例えば、時間差に関する誤差（最
大誤差）をｔｍａｘとした場合、自車両の位置Ｘに対して、Ｘ－Ｖ・ｔｍａｘ＜Ｘ＜Ｘ＋
Ｖ・ｔｍａｘの範囲を探索範囲とする。ここで、Ｖは自車両の速度である。決定した探索
範囲内の車両情報を探索して自車両を特定する。これにより、時間差に関する誤差がある
場合であっても、誤差に応じて探索範囲を広げることができ、精度良く自車両を特定する
ことができる。
【００２９】
　第８発明にあっては、車々間通信により隣接車両情報を取得する。例えば、隣接する車
両からその車両の位置、速度などを車々間通信により取得する。この場合、周辺車両情報
生成装置は、自車両の位置及び速度に基づいて、隣接車両との車間距離、相対速度などを
求めることができる。これにより、自車両にビデオカメラ又は超音波センサなどが搭載さ
れていない場合でも、隣接して走行する車両の情報を取得することができる。
【００３０】
　第９発明にあっては、車両情報及び自車両情報は、道路幅方向の車両位置を含む。これ
により、複数の車両が併走するような場合、あるいは車線が複数ある道路を走行するよう
な場合であっても、車両位置を精度良く求めることができる。
【００３１】
　第１０発明にあっては、車両情報、自車両情報及び隣接車両情報それぞれは、車速、車
種及び車色の少なくとも１つを含む。これにより、自車両の特定が容易になるとともに、
周辺車両の特徴が把握し易くなる。
【００３２】
　第１１発明にあっては、道路上に存在する１又は複数の車両を検出する路側装置を備え
ることにより、道路の所定範囲を走行する自車両の周辺車両に関する周辺車両情報を生成
することができる周辺車両情報生成システムを実現することができる。
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【発明の効果】
【００３３】
　本発明にあっては、道路上に存在する車両の中から自車両を特定するとともに、自車両
の周辺に存在するすべての車両の情報を生成することができ、自車両とその周辺の全ての
車両との相対関係を正確に認識することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明を実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図１は本発明に係る周辺車
両情報生成システムの概要を示す説明図であり、図２は本発明に係る周辺車両情報生成装
置３０の構成を示すブロック図である。周辺車両情報生成装置３０は、道路を走行する車
両に搭載される車載機として実現することができる。図１に示すように、信号機が設置さ
れた交差点手前に停止線を設けてあり、停止線から上流側の所定距離までの所定範囲Ａに
、適長（例えば、１００ｍ）離隔してビデオカメラ１０、…を設置してある。各ビデオカ
メラ１０は、道路上の所定の撮像領域Ａ１、…を走行する車両を撮像することができる。
各ビデオカメラ１０により、道路上の所定範囲Ａ（撮像領域Ａ１、…）内の車両をすべて
撮像することができる。
【００３５】
　道路上の所定範囲Ａ内の適当な位置には、通信装置２０を設置してある。通信装置２０
は、例えば、光ビーコンで実現することができるが、電波ビーコン、ＤＳＲＣ（Dedicate
d Short Range Communication）など車両との間で狭域通信可能なものであれば、どのよ
うなものであってもよい。通信装置２０は、通過地点Ｒを通過する車両（周辺車両情報生
成装置３０）との間で所定の情報の送信及び受信を行う。本発明の路側装置は、ビデオカ
メラ１０、…、通信装置２０などで構成される。
【００３６】
　各ビデオカメラ１０は、撮像された画像データに基づいて、車両の車頭又は車尾などを
抽出して車両の位置を検出するとともに、撮像時刻の異なる画像データに基づいて、車両
の速度を検出する。また、各ビデオカメラ１０は、車両全体の特徴から車種、車色を検出
することもできる。各ビデオカメラ１０で算出する車両の位置は、車両の道路の進行方向
の位置（例えば、交差点の停止線からの距離）、道路の幅方向の位置（例えば、車線、左
側の路肩からの距離）などである。なお、各ビデオカメラ１０は、単眼カメラでもよく、
ステレオカメラでもよい。ステレオカメラの場合には、単眼カメラよりも車両の位置、速
度を精度良く求めることが可能となる。
【００３７】
　各ビデオカメラ１０は、検出した車両の位置、速度、車種、車色、撮像時刻などを含む
情報を通信装置２０へ出力する。なお、各ビデオカメラ１０は、所定時間（例えば、０．
１秒、０．５秒、１秒など）経過の都度、検出処理を繰り返す。
【００３８】
　通信装置２０は、各ビデオカメラ１０から入力された情報を車両情報として一旦記憶す
るとともに、所定時間の経過の都度入力される情報で車両情報を更新する。通信装置２０
は、車両（周辺車両情報生成装置３０）が通信地点Ｒを通過する際に、最新の車両情報を
周辺車両情報生成装置３０へ送信する。車両情報は、例えば、停止線等の所定の地点から
の距離、走行車線情報又は路肩からの距離、車両の速度、車種、車色などを含む。また、
通信装置２０は、通信地点Ｒの位置情報を周辺車両情報生成装置３０へ送信する。これに
より、周辺車両情報生成装置３０は、自車両の位置を精度良く測位することができる。周
辺車両情報生成装置３０は、車両情報及び通信地点Ｒの位置情報を受信し、後述するよう
に、受信した車両情報を探索して自車両を特定するとともに周辺車両情報を生成する。
【００３９】
　図２に示すように、周辺車両情報生成装置３０は、周辺車両情報生成装置３０全体を制
御する制御部３０１、通信装置２０から送信される車両情報等を受信する車両情報受信部
３０２、隣接車両に関する情報を取得する隣接車両情報取得部３０３、ＧＰＳ（Global P
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ositioning System）受信機能を有するＧＰＳ受信部３０４、ナビゲーション部３０５、
ジャイロセンサ、距離計等の車載センサを備えるセンサ部３０６、所定の情報を記憶する
記憶部３０７、車両情報を探索して自車両を特定する自車両特定部３０８、現在時点と車
両情報で示される車両の検出時点との時間差を算出する時間差算出部３０９、自車両と周
辺車両との相対関係を示す周辺車両情報を生成する周辺車両情報生成部３１０、表示部３
１１、報知部３１２、車両の加速又は減速等の車両制御を行う車両制御部（不図示）との
インタフェース機能を有するインタフェース部３１３などを備えている。
【００４０】
　車両情報受信部３０２は、通信装置２０が送信した車両情報、通信地点Ｒの位置情報を
受信し、受信したこれらの情報を一旦記憶部３０７に記憶する。車両情報受信部３０２は
、通信装置２０との間で狭域通信機能を備えるが、狭域通信機能に代えて又は加えて、Ｕ
ＨＦ帯又はＶＨＦ帯等の無線ＬＡＮ機能などの中域通信機能を備えてもよく、あるいは、
携帯電話、ＰＨＳ等で使用する周波数帯域を使用する広域通信機能を備えることもできる
。
【００４１】
　隣接車両情報取得部３０３は、自車両の前部及び後部に搭載したビデオカメラ、超音波
センサ又はミリ波センサ等で構成することができ、自車両の前方を走行する前方車両、自
車両の後方を走行する後方車両の位置（車間距離）、速度（相対速度）、車種、車色など
を所定の時間周期（例えば、０．１秒）で取得する。なお、隣接車両情報取得部３０３は
、車々間通信機能を備える通信部でもよい。この場合は、前方車両又は後方車両が送信す
る車速、位置、車種、車色などを受信する。隣接車両情報取得部３０３は、取得した情報
を取得時刻とともに隣接車両情報として一旦記憶部３０７に記憶する。また、自車両の側
部にもセンサを搭載したり、センサの方向を制御したりすることによって、自車両の側方
の隣接車両の情報を取得することができる。
【００４２】
　ＧＰＳ受信部３０４は、ＤＧＰＳ（ディファレンシャルＧＰＳ）又はＲＴＫ－ＧＰＳ(R
eal-Time KinematicＧＰＳ)などのＧＰＳ受信機能を備え、複数のＧＰＳを含むＧＮＳＳ
（Global Navigation Satellite System）衛星からの電波を随時繰り返し受信し、自車位
置を測位する。これにより、周辺車両情報生成装置３０は、任意の地点での自車両の位置
（例えば、交差点の停止線からの距離）を取得することができる。
【００４３】
　ナビゲーション部３０５は、地図データベース等を内蔵し、ＧＰＳ受信部３０４からの
情報、センサ部３０６からの情報に基づいて、自車両の位置（交差点の停止線からの距離
、走行車線など）、自車両の速度等を所定の時間周期（例えば、０．１秒）で求め、自車
両の走行履歴を示す自車両情報を生成して記憶部３０７に記憶する。
【００４４】
　自車両特定部３０８は、自車両情報で示される自車両の位置に基づいて、道路上の所定
範囲Ａ内に存在する車両を示す車両情報を探索し、自車両の位置に一致又は近似（最も近
い）車両を自車両として特定する。この場合、車両位置の誤差、現在時点（例えば、通信
装置２０から車両情報を受信した時点、あるいは受信した車両情報に基づいて自車両の特
定処理を行う時点など）と車両情報で示される車両の検出時点との時間差（時間ずれ）の
誤差などに応じて、探索範囲を決定する。なお、詳細は後述する。
【００４５】
　時間差算出部３０９は、現在時点とそれよりも時間ｔだけ前の車両情報で示される車両
の検出時点との時間差を算出する。時間差算出部３０９は、車両情報を探索して自車両を
特定した場合、車両の検出時点の自車両の位置、現在時点の自車両の位置及び速度に基づ
いて、時間差ｔを算出する。例えば、算出する時間差をｔ、自車両の現在時点の位置（例
えば、停止線からの距離）をＸ、速度をＶ、車両が検出された検出時点の自車両の位置（
例えば、停止線からの距離）をＸ０とすると、時間差ｔは、ｔ＝（Ｘ０－Ｘ）／Ｖで求め
ることができる。
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【００４６】
　周辺車両情報生成部３１０は、車両情報で示される車両の中から特定された自車両とそ
の他の周辺車両との位置関係を含む周辺車両情報を生成する。
【００４７】
　表示部３１１は、ヘッドアップディスプレイ又はモニタなどの液晶表示パネルであり、
運転者に対して、各種情報を表示することができる。例えば、周辺車両情報生成部３１０
で生成した周辺車両情報を表示することができる。なお、周辺車両情報の表示は、自車両
と前方及び後方に存在するすべての周辺車両を表形式で表示してもよく、あるいは、道路
上方から見た鳥瞰図のように表示してもよい。
【００４８】
　報知部３１２は、音声出力機能を備え、周辺車両情報生成部３１０で生成した周辺車両
情報に基づいて、運転者に対して周辺車両の状況を音声で報知する。
【００４９】
　インタフェース部３１３は、車両の走行を制御する車両制御部（不図示）に対して制御
信号を出力する。インタフェース部３１３は、例えば、周辺車両情報生成部３１０で生成
した周辺車両情報に基づいて、加速又は減速等の自車両の走行制御を行うことができる。
なお、この場合、外部から交差点に設置された信号機の信号切り替えタイミングを含む信
号情報を取得して、信号情報も考慮して自車両の走行制御を行うこともできる。
【００５０】
　次に車両情報を探索して自車両を特定する方法について説明する。図３は自車両の特定
方法を示す説明図であり、図４は車両情報の一例を示す説明図であり、図５は自車両情報
の一例を示す説明図であり、図６は周辺車両情報の一例を示す説明図である。図３（ａ）
は、各ビデオカメラ１０で道路上の所定範囲Ａ内に存在するすべての車両を撮像して車両
を検出した検出時点における車両の分布（位置関係）を示したものである。また、図３（
ｂ）は、現在時点（例えば、通信装置２０から車両情報を受信した時点、あるいは受信し
た車両情報に基づいて自車両の特定処理を行う時点など）における車両の分布を示す。な
お、模様が付された車両は、自車両であり、破線で示された車両は、自車両を特定した後
に周辺の車両として認識することができる他の車両である。
【００５１】
　図４に示すように、車両情報は、図３（ａ）で示される車両検出時の車両の分布を表し
たものである。すなわち、車両情報は、交差点の停止線からの車両順番、停止線までの距
離、速度、走行車線、車種、車色などの情報により構成されている。なお、停止線までの
距離は車尾の位置を基準としているが、これに限定されるものではない。また、停止線で
複数の車両が停止している場合（信号待ちの車両が複数ある場合）、最後尾の車両のみの
情報を用いているが、信号待ちのすべての車両の情報を用いることもできる。図４の例で
は、車両Ｃ１、Ｃ２がそれぞれ信号待ちの車両、信号待ちの車列の最後尾の車両である。
【００５２】
　図５に示すように、自車両情報は、自車両の停止線までの距離、速度、走行車線などを
時系列に記録したものである。図５の例では、０．１秒毎に記録されているが、記録の時
間間隔はこれに限定されるものではない。また、時刻００：０が現在時刻（現在時刻）で
あり、自車両の特定処理を行う時点、あるいは、車両情報を受信した受信時刻などである
）。図３（ｂ）の例では、模様を付した車両が現在時刻（００：０）での自車両である。
また、時刻９９：０、すなわち、現在時刻から１秒前の時刻が車両を検出した検出時刻で
あるとする。なお、停止線までの距離は推定値であり、括弧内の数値は真値であるとする
。
【００５３】
　図３（ｂ）で示す現在時点における自車両の位置の真値をＸ、推定値をＸｄ、車両位置
の誤差（最大誤差）をＸｍａｘとすると、Ｘｄ－Ｘｍａｘ≦Ｘ≦Ｘｄ＋Ｘｍａｘとなる。
自車両の速度をＶ、車両検出時点と現在時点との時間差（時刻ずれ）をｔとすると、車両
検出時点における自車両の位置Ｘ０は、Ｘ０＝Ｘ＋ｔ・Ｖで表される。従って、車両位置
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の誤差を考慮した車両探索範囲は、Ｘｄ－Ｘｍａｘ＋ｔ・Ｖ≦Ｘ０≦Ｘｄ＋Ｘｍａｘ＋ｔ
・Ｖにより決定される。なお、車両位置の誤差は、例えば、車載装置の位置検出航法で決
定されるものであり、ＧＰＳだけによる場合にはＧＰＳのＣＥＰ（Circular Error Proba
bility：確率誤差円）、自立航法による場合には位置補正してからのセンサ誤差の累積を
考慮した誤差範囲、ハイブリッド航法の場合には、これらから推定される誤差範囲、光ビ
ーコン等の狭域通信装置の通過により位置が補正される場合には、その通信範囲等に基づ
いて、多少大きめに設定すれば良く、あるいは、固定の閾値（定数）、統計値などに設定
してもよい。
【００５４】
　図４の例で示される車両情報を探索する場合、図５の情報から分かるように、現在時点
（時刻００：０）における自車両の位置の真値Ｘ＝１４４ｍ、推定値Ｘｄ＝１４０、速度
Ｖ＝７２ｋｍ／ｈ＝２０ｍ／ｓであり、車両位置の誤差Ｘｍａｘ＝５ｍとすると、車両探
索範囲は、１５５≦Ｘ０≦１６５となる。図３及び図４の例では、車両探索範囲内にある
車両Ｃ６を自車両として特定することができる。これにより、車両位置に関する誤差があ
る場合であっても、誤差に応じて探索範囲を広げることができ、精度良く自車両を特定す
ることができる。
【００５５】
　車両探索範囲は、車両位置の誤差だけでなく、時間差の誤差についても考慮して決定す
ることができる。例えば、時間差（時刻ずれ）の真値をｔ、時間差の推定値をｔｄ、時間
差の誤差（最大誤差）をｔｍａｘとすると、ｔｄ－ｔｍａｘ≦ｔ≦ｔｄ＋ｔｍａｘとなる
。ここで、ｔｍａｘは、時間差（時刻ずれ）の推定値の誤差であり、情報処理の周期内で
の時間的な不連続性に起因するものである。時間差（時刻ずれ）の誤差は、例えば、次の
ように決定することができる。各データを収集したときの位置誤差ｅｉの標準偏差をσｉ
とし、車両の速度をＶｉとし、時間差ｔの推定値を求めるときのデータ個数をｎとすると
、時間差ｔの推定誤差の標準偏差は、時間差ｔの推定式から、式（１）で表される。
【００５６】
【数１】

【００５７】
　ここで、σｉは狭域通信で位置を補正したときには、狭域通信範囲の標準誤差であり、
少なくとも狭域通信装置の設置場所ごとに決定される定数である。従って、例えば、σｉ
を５ｍ、走行速度Ｖｉを１５ｍ／ｓ、データ数を１００とすれば、時間差ｔの推定誤差の
標準偏差は、１／３０秒となる。また、その他の時間誤差として、自車両のソフト処理や
記録などの周期の時間的な不連続性によるサンプリング誤差もあり得ると考えられる場合
には、上記誤差を多少大き目に設定する等して適宜対応すればよい。
【００５８】
　車両位置の誤差を考慮した車両探索範囲は、上述のとおり、Ｘｄ－Ｘｍａｘ＋ｔ・Ｖ≦
Ｘ０≦Ｘｄ＋Ｘｍａｘ＋ｔ・Ｖで決定されるから、時間差（時刻ずれ）の誤差も考慮した
場合の車両探索範囲は、Ｘｄ－Ｘｍａｘ＋ｔｄ・Ｖ－ｔｍａｘ・Ｖ≦Ｘ０≦Ｘｄ＋Ｘｍａ
ｘ＋ｔｄ・Ｖ＋ｔｍａｘ・Ｖにより決定される。
【００５９】
　図４の例で示される車両情報を探索する場合、図５の情報から分かるように、現在時点
（時刻００：０）における自車両の位置の真値Ｘ＝１４４ｍ、推定値Ｘｄ＝１４０、速度
Ｖ＝７２ｋｍ／ｈ＝２０ｍ／ｓであり、車両位置の誤差Ｘｍａｘ＝５ｍとする。また、時
間差の真値ｔ＝１．２ｓ、推定値ｔｄ＝１ｓ、時間差の誤差ｔｍａｘ＝０．３ｓとすると
、車両探索範囲は、１４９≦Ｘ０≦１７１となる。図３及び図４の例では、車両探索範囲
内にある車両Ｃ６を自車両として特定することができる。
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【００６０】
　各ビデオカメラ１０で車両を検出した時刻と現在時刻との間には、システム固有の時間
差（時刻ずれ）が生ずる。例えば、時間差が１秒とすると、７２ｋｍ／ｈの速度で走行す
る車両は、１秒の間に２０ｍ走行することになる。自車両の前後に追従する車両が存在す
る場合には、車速にかかわらず１０ｍ程度の車間距離を保って走行すると考えられ、上述
の２０ｍの間に複数の車両が存在し得る場合がある。従って、時間差ｔを予め所定の値に
設定しておき、時間差の誤差も考慮して車両探索範囲を決定することにより、さらに精度
良く自車両を特定することができる。
【００６１】
　なお、自車両の前後に追従する車両が存在しない場合、時間差ｔを０とし、時間差の誤
差も考慮せずに車両探索範囲を決定することもできる。車両探索範囲の決定方法は、道路
状況（場所、時間帯など）に応じて適宜変更することができる。
【００６２】
　時間差（時刻ずれ）ｔを予め所定の値に設定する方法、あるいは、０に設定する方法は
、場合によっては正確でないこともあり得る。この場合、図１の例に示すような道路上の
所定範囲Ａ（同一箇所でもよく、異なる箇所でもよい）を通行したときの自車両のデータ
（例えば、位置など）を多数収集し、収集したデータを統計処理するとともに、記憶部３
０７に収集したデータ、統計処理したデータを記憶しておく。そして、これらのデータに
基づいて、時間差ｔを算出することもできる。例えば、特定した自車両の位置をＸ０（検
出時刻での自車両の位置に相当する）、現在時刻での自車両の位置をＸ、速度をＶとする
と、時間差ｔは、ｔ＝（Ｘ０－Ｘ）／Ｖで推定することができる。自車両の現在時刻の位
置Ｘには、位置誤差εが含まれていると推定され、自車両の位置の推定値をＸｄとすると
、Ｘｄ＝Ｘ＋εとなる。従って、時間差ｔは、ｔ＝（Ｘ０－Ｘ＋ε）／Ｖとなる。多数の
データを収集して平均化することでεは０とみなすことができ、結局、時間差ｔは、ｔ＝
（Ｘ０－Ｘ）／Ｖにより算出することができ、算出した時間差ｔを用いて自車両を特定す
ることができる。なおここで、平均化で誤差が０に近づくのは、狭域通信により位置が補
正され、位置誤差が通信範囲という小さい値になるからであり、位置が補正されなければ
、例えば、ＧＰＳだけでは誤差を０にすることは困難なので、上述のように収集したデー
タを統計処理して統計的に補正を行うことで精度が増す効果がある。
【００６３】
　これにより、道路上に設置したビデオカメラ等で車両を検出した際の画像処理又は車両
情報を送信する際の通信処理に起因する時間遅れなどが無視できない程度に存在する場合
でも、精度良く自車両を特定することができる。また、複数の車線に多数の車両が並行し
て走行するような場合であっても、多くの車両の中から自車両を精度良く特定することが
できる。
【００６４】
　なお、時間差ｔの算出は、上述の例に限定されるものではなく、以下の方法を用いるこ
ともできる。すなわち、各ビデオカメラ１０で車両を検出した検出時点、すなわち、車両
情報で示される車両の検出時点を通信装置２０から周辺車両情報生成装置３０へ送信し、
周辺車両情報生成装置３０は、現在時点と受信した検出時点との差を時間差ｔとして算出
する。
【００６５】
　図６に示すように、車両情報を探索して自車両を特定することにより、自車両の周辺に
存在する車両との相対関係、例えば、位置関係を含む周辺車両情報を生成することができ
る。周辺車両情報は、自車両の前方を走行する前方車両と、後方を走行する後方車両とに
分けて生成することができる。自車両から最も近い車両の順に、その車両との車間距離、
その車両の停止線までの距離、その車両との相対速度、その車両の速度、走行車線、車種
、車色などの情報で構成されている。なお、相対速度は、正の場合には、車両同士が接近
するときであり、負の場合には、遠ざかるときを表す。前方車両＃４、＃５は、信号待ち
の車列の末尾の車両、信号待ちの車両である。また、隣接する車線を自車両と並んで走行
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している周辺車両については、以下のように取り扱うことが可能である。車間距離を０と
することで、前方車両、あるいは後方車両としても、隣車線を併走する車両を特定するこ
とができる。前方車両として扱うか後方車両として扱うかは、相対速度で決めてもよい。
これにより、隣車線を走行する周辺車両についても正確に把握することができる。また、
同一車線内を併走する周辺車両については、道路の幅方向の位置情報を用いることで自車
両と周辺車両との位置関係を明確に把握することができる。このような道路の幅方向の位
置情報を取得又は記憶するように構成すればよい。
【００６６】
　これにより、自車両の周辺に多数の車両が走行している場合でも、自車両から見て直ぐ
前方の車両だけでなく、周辺に存在するすべての車両の情報を把握することができる。ま
た、交差点の停止線手前で信号待ちをしている車両がある場合、交差点上流側を走行中の
自車両の位置から信号待ちの車列の末尾までの車両の状況が分かるため、信号による自車
両の停止位置を予測でき、速度超過による急減速又は追突などを防止でき、一層安全な運
転を支援することが可能となる。また、信号切り替えパラメータ等の情報を利用すること
により、青信号で信号待ちの車列が解消してゆく状況を予測することもでき、信号待ちの
車列の末尾に到着して停止し、直後に加速するというような燃料の無駄となる走行を防止
して、スムーズな走行を実現することができる。
【００６７】
　車両情報を探索して自車両を特定する場合、車両情報と自車両で検出した隣接車両情報
との整合性により自車両の位置を特定することもできる。以下、隣接車両情報を用いて自
車両を特定する方法について説明する。
【００６８】
　図７は自車両の特定方法の他の例を示す説明図であり、図８は車両情報の他の例を示す
説明図であり、図９は隣接車両情報の一例を示す説明図であり、図１０は周辺車両情報の
他の例を示す説明図である。図７（ａ）は、各ビデオカメラ１０で道路上の所定範囲Ａ内
に存在するすべての車両を撮像して車両を検出した検出時点における車両の分布（位置関
係）を示したものである。また、図７（ｂ）は、現在時点（例えば、通信装置２０から車
両情報を受信した時点、あるいは受信した車両情報に基づいて自車両の特定処理を行う時
点など）における車両の分布を示す。
【００６９】
　図８に示すように、車両情報は、図７（ａ）で示される車両検出時の車両の分布を表し
たものであり、構成される情報は図４の場合と同様ある。また、停止線までの距離は車両
末尾を基準としているが、これに限定されるものではない。停止線で複数の車両が停止し
ている場合（信号待ちの車両が複数ある場合）、最後尾の車両のみの情報を用いているが
、信号待ちのすべての車両の情報を用いることもできる。図８の例では、車両Ｃ１、Ｃ２
が信号待ちの車両、信号待ちの車列の最後尾の車両である。
【００７０】
　図９に示すように、隣接車両情報は、自車両情報と隣接車両の情報とで構成され、自車
両情報は、図５の例と同様である。図９の例では、０．１秒毎に記録されているが、記録
の時間間隔はこれに限定されるものではない。また、時刻００：０が現在時刻（現在時刻
）であり、自車両の特定処理を行う時点、あるいは、車両情報を受信した受信時刻などで
ある）。また、時刻９９：０、すなわち、現在時刻から１秒前の時刻が車両を検出した検
出時刻であるとする。なお、停止線までの距離は推定値であり、括弧内の数値は真値であ
るとする。
【００７１】
　隣接車両の情報は、時刻毎に自車両との車間距離、相対速度、隣接車両の走行車線、車
種、車色、前方の隣接車両か後方の隣接車両かの別などの情報で構成されている。例えば
、検出時刻９９：０において、自車両の前方に車間距離２４ｍ、相対速度０ｋｍ／ｓで走
行する隣接車両が存在することを示す。なお、自車両の後方に隣接車両が存在する場合に
は、後方の隣接車両の情報についても同様に記録される。
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【００７２】
　図７（ｂ）で示す現在時点における自車両の位置の真値をＸ、推定値をＸｄ、車両位置
の誤差（最大誤差）をＸｍａｘとすると、Ｘｄ－Ｘｍａｘ≦Ｘ≦Ｘｄ＋Ｘｍａｘとなる。
また、時間差の誤差についても考慮するとして、車両検出時点と現在時点との時間差（時
刻ずれ）の真値をｔ、時間差の推定値をｔｄ、時間差の誤差（最大誤差）をｔｍａｘとす
ると、ｔｄ－ｔｍａｘ≦ｔ≦ｔｄ＋ｔｍａｘとなる。ここで、ｔｍａｘは、時間差（時刻
ずれ）の推定値の誤差である。自車両の現在時刻の速度をＶとする。
【００７３】
　この場合、車両探索範囲は、Ｘｄ－Ｘｍａｘ＋ｔｄ・Ｖ－ｔｍａｘ・Ｖ≦Ｘ０≦Ｘｄ＋
Ｘｍａｘ＋ｔｄ・Ｖ＋ｔｍａｘ・Ｖにより決定される。
【００７４】
　図８の例で示される車両情報を探索する場合、図９に示すように、現在時点（時刻００
：０）における自車両の位置の真値Ｘ＝１５０ｍ、推定値Ｘｄ＝１４６、速度Ｖ＝７２ｋ
ｍ／ｈ＝２０ｍ／ｓであり、車両位置の誤差Ｘｍａｘ＝５ｍとする。また、時間差の真値
ｔ＝１．２ｓ、推定値ｔｄ＝１ｓ、時間差の誤差ｔｍａｘ＝０．３ｓとすると、車両探索
範囲は、１５５≦Ｘ０≦１７７となる。図７及び図８の例では、車両Ｃ６、Ｃ７が特定さ
れ、いずれか一方が自車両であり、他方が周辺車両である。ここで、特定された複数の車
両から自車両を特定するために隣接車両情報を用いる。
【００７５】
　図７又は図８で示されているように、車両Ｃ６、Ｃ７の同一車線の前方車両は、それぞ
れ車両Ｃ４、Ｃ５である。図８から、車両Ｃ６とＣ４の車間距離は４５ｍ、車両Ｃ７とＣ
５の車間距離は２９ｍである。一方、隣接車両情報によれば、自車両と前方の車両との車
間距離は２４ｍであり、これに自車両の車長（例えば、５ｍ）を加えると車間距離は２９
ｍとなる。従って、車両Ｃ６は除外され、車両Ｃ７が自車両であることが分かる。
【００７６】
　車両検出時の自車両の位置は、図８の車両情報から１７４ｍである。一方、図９の隣接
車両情報の自車両情報の時刻９９：０では、１６６ｍであり、自車両の位置に８ｍの誤差
がある。時間差（時刻ずれ）の推定値ｔｄは、自車両の現在時刻の位置の推定値Ｘｄを用
いて、ｔｄ＝（Ｘ０－Ｘｄ）／Ｖで表すことができるから、この式でＸ０＝１７４ｍ、Ｘ
ｄ＝１６６ｍ、Ｖ＝２０ｍ／ｓを代入すると、ｔｄ＝０．４ｓとなる。自車両の特定した
データを多数収集して平均化処理を行うことにより、時間差（時刻ずれ）の推定値は真値
に近い値として得ることができる。
【００７７】
　図１０に示すように、車両情報を探索して自車両を特定することにより、自車両の周辺
に存在する車両との相対関係、例えば、位置関係を含む周辺車両情報を生成することがで
きる。周辺車両情報は、自車両の前方を走行する前方車両と、後方を走行する後方車両と
に分けて生成することができる。自車両から最も近い車両の順に、その車両との車間距離
、その車両の停止線までの距離、その車両との相対速度、その車両の速度、走行車線、車
種、車色などの情報で構成されている。前方車両＃５、＃６は、信号待ちの車列の末尾の
車両である。
【００７８】
　また、隣接車両情報を用いて自車両を特定することにより、複数の車線に多数の車両が
並行して走行するような場合であっても、多くの車両の中から自車両を特定するとともに
、周辺車両との相対関係を把握することが可能となる。
【００７９】
　なお、車両情報を探索する場合、位置の代わりに時刻を用いて探索することもできる。
すなわち、ｔｄ±ｔｍａｘの範囲で車両検出時刻の自車両の推定範囲を求め、さらに車両
位置の誤差±Ｘｍａｘを考慮して、この位置の範囲で車両情報を探索することもできる。
【００８０】
　図６及び図１０で示される周辺車両情報は、短時間であるとしても現在時刻から時間差
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（時刻ずれ）だけ過去の時刻の情報である。このため、周辺車両との車間距離、停止線ま
での距離をそれぞれの車両の速度に応じて補正することもできる。
【００８１】
　また、上述の車両情報の探索処理、自車両の特定処理、周辺車両情報生成処理などの処
理は、コンピュータプログラムで示された手順により実現することもできる。例えば、所
定の処理の手順を示すコンピュータプログラムを予め記憶しておき、記憶されているコン
ピュータプログラムをＲＡＭにロードしてＣＰＵで実行することにより、コンピュータプ
ログラムで示された処理手順に従って処理を行うことができ、本発明に係る周辺車両情報
生成装置を実現することができる。
【００８２】
　次に本発明の周辺車両情報生成装置３０の動作について説明する。図１１及び図１２は
周辺車両情報生成装置３０の処理手順を示すフローチャートである。周辺車両情報生成装
置３０（以下、装置３０という）は、自車両情報を取得し（Ｓ１１）、隣接車両の有無を
判定する（Ｓ１２）。
【００８３】
　隣接車両がある場合（Ｓ１２でＹＥＳ）、装置３０は、隣接車両の情報を取得して隣接
車両情報を生成し（Ｓ１３）、路側装置（例えば、通信装置２０）から通信地点Ｒの位置
情報を取得したか否かを判定する（Ｓ１４）。隣接車両がない場合（Ｓ１２でＮＯ）、装
置３０は、ステップＳ１４の処理を行う。
【００８４】
　路側装置から位置情報を取得した場合（Ｓ１４でＹＥＳ）、装置３０は、自車両情報を
補正し（Ｓ１５）、隣接車両情報がある場合には、隣接車両情報を補正する（Ｓ１６）。
自車両情報又は隣接車両情報の補正は、通信地点Ｒの位置情報を取得することで、自車両
の位置を精度良く測位することができるため、それまでの自車両の位置を測位した位置で
置き換えるとともに、他の車両の位置も補正する。より具体的には、停止線までの距離を
補正する。
【００８５】
　装置３０は、車両情報を受信したか否かを判定し（Ｓ１７）、車両情報を受信した場合
（Ｓ１７でＹＥＳ）、車両位置の誤差、時間差（時刻ずれ）の誤差に基づいて車両情報の
探索範囲を決定する（Ｓ１８）。路側装置から位置情報を取得していない場合（Ｓ１４で
ＮＯ）、装置３０は、ステップＳ１７の処理を行う。車両情報を受信していない場合（Ｓ
１７でＮＯ）、装置３０は、ステップＳ１１以降の処理を行う。
【００８６】
　装置３０は、決定した探索範囲内の車両情報を探索し（Ｓ１９）、自車両が特定された
か否かを判定する（Ｓ２０）。自車両が特定できた場合（Ｓ２０でＹＥＳ）、装置３０は
、周辺車両情報を生成し（Ｓ２１）、時間差算出の可否を判定する（Ｓ２２）。なお、時
間差算出の可否の判定は、特定した自車両の多数のデータが収集されたか否かで行うこと
ができる。
【００８７】
　時間差算出が可能である場合（Ｓ２２でＹＥＳ）、装置３０は、時間差を算出し（Ｓ２
３）する。なお、算出された時間差は真値に近い値となり、それ以降自車両を特定する処
理で使用することができる。装置３０は、処理終了の指示の有無を判定する（Ｓ２４）。
【００８８】
　自車両が特定できない場合（Ｓ２０でＮＯ）、装置３０は、ステップＳ２４の処理を行
う。また、時間差算出が不可の場合（Ｓ２２でＮＯ）、装置３０は、ステップＳ２４の処
理を行う。処理終了の指示がない場合（Ｓ２４でＮＯ）、装置３０は、ステップＳ１１以
降の処理を続け、処理終了の指示がある場合（Ｓ２４でＹＥＳ）、処理を終了する。なお
、処理終了の指示は、運転者による操作を受け付けることでもよく、あるいは、自車両が
交差点を通過したことを受け付けてもよい。
【００８９】
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　上述の例では、自車両が所定の通過地点Ｒを通過する際に、通信装置２０から一度だけ
車両情報を受信する構成であったが、これに限定されるものではなく、車両情報を時々刻
々繰り返し受信する構成とすることもできる。
【００９０】
　図１３は本発明に係る周辺車両情報生成システムの概要の他の例を示す説明図である。
この場合、本発明の路側装置は、ビデオカメラ１０、…、通信装置４０などで構成される
。図１の例との相違点は、各ビデオカメラ１０で検出した車両情報は通信装置４０へ出力
され、通信装置４０は、車両情報を周辺車両情報生成装置３０へ繰り返し送信する。
【００９１】
　通信装置４０は、ＵＨＦ帯又はＶＨＦ帯等の無線ＬＡＮ機能などの中域通信機能、又は
、携帯電話、ＰＨＳ等で使用する周波数帯域を使用する広域通信機能を備える。この場合
、通信装置２０は、通過地点Ｒの位置情報を周辺車両情報生成装置３０へ送信する。これ
により、周辺車両情報生成装置３０は、自車両の位置を測位して停止線までの距離を精度
よく補正することができる。
【００９２】
　図１３の例では、繰り返し通信装置４０から車両情報が送信されるので、周辺車両情報
生成装置３０は、車両情報を繰り返し受信するとともに、受信した車両情報を探索して自
車両の特定、周辺車両情報の生成を繰り返し行うことができる。なお、この場合、通信装
置４０は、必ずしも車両の速度を車両情報に含めて送信する必要はない。繰り返し送信さ
れる車両情報に含まれる車両の位置を時系列に追跡することで車両の速度を求めることが
できるからである。また、通信装置４０から信号機の信号情報を繰り返し送信することも
できる。
【００９３】
　自車両の車長は、必ずしも無視できない大きさを有しているため、自車両の絶対位置と
して、どこを基準にするか予め決めておく必要がある。例えば、ＧＰＳ受信部の搭載位置
、あるいは、外部との通信を行う通信機の搭載位置等を基準として用いることができる。
これら装置の搭載位置や自車両の車長が予め決定されている場合、この基準位置と車両の
車尾との寸法、基準位置と車両の車頭との寸法は求めることができる。また、隣接車両と
の車間距離を検出することができるため、これらの情報を利用すれば、隣接車両との位置
情報の微妙な整合性を計ることができる。
【００９４】
　また、自車両の左前方又は右前方の車両の情報（例えば、速度、走行車線、車種、車色
、隣接車両同士の情報など）を加味することで、更に自車両の特定精度を向上させること
ができる。また、中域通信又は広域通信の場合のように、連続通信が可能な場合には、複
数タイミングでの判定により、更に自車両の特定確度を高めることができる。
【００９５】
　以上説明したように、本発明にあっては、道路上の所定範囲に存在する車両の中から自
車両を特定するとともに、自車両の周辺に存在するすべての車両の情報を生成することが
でき、自車両とその周辺の全ての車両との相対関係を正確に認識することができる。
【００９６】
　上述の実施の形態では、交差点の停止線から上流側に所定の距離の範囲を所定範囲Ａと
して説明したが、道路上の所定範囲Ａは、これに限定されるものではなく、見通しの悪い
カーブ、交通事故多発地帯など、道路状況に応じて、種々の範囲を設定することができる
。
【００９７】
　開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
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【図１】本発明に係る周辺車両情報生成システムの概要を示す説明図である。
【図２】本発明に係る周辺車両情報生成装置の構成を示すブロック図である。
【図３】自車両の特定方法を示す説明図である。
【図４】車両情報の一例を示す説明図である。
【図５】自車両情報の一例を示す説明図である。
【図６】周辺車両情報の一例を示す説明図である。
【図７】自車両の特定方法の他の例を示す説明図である。
【図８】車両情報の他の例を示す説明図である。
【図９】隣接車両情報の一例を示す説明図である。
【図１０】周辺車両情報の他の例を示す説明図である。
【図１１】周辺車両情報生成装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】周辺車両情報生成装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】本発明に係る周辺車両情報生成システムの概要の他の例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００９９】
　１０　ビデオカメラ
　２０　通信装置
　３０　周辺車両情報生成装置
　３０１　制御部
　３０２　車両情報受信部
　３０３　隣接車両情報取得部
　３０４　ＧＰＳ受信部
　３０５　ナビゲーション部
　３０６　センサ部
　３０７　記憶部
　３０８　自車両特定部
　３０９　時間差算出部
　３１０　周辺車両情報生成部
　３１１　表示部
　３１２　報知部
　３１３　インタフェース部
　４０　通信装置
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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